
条

例 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
七
」
を
「
第
二
十
一
条
の
八
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
の
特
例
） 

 

第
七
条 

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条

第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
一
億
円
以
下
の
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
一
億
円
以
下
の
も
の
（
前
事

業
年
度
の
事
業
税
に
つ
い
て
イ
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
払
込
資
本
の

額
（
法
人
が
株
主
又
は
合
名
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
社
員
そ
の
他
法
人
の

出
資
者
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
額
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
十
億
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
一
億
円
以
下
の

法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
あ
る
の
は
「
一
億
円
以
下
の
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
、
払
込
資

本
の
額
が
十
億
円
を
超
え
る
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
船
舶
の
使
用
者
」
を
「
船
舶
（
施
行
令
で
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）
の
使
用
者
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
中
「
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
並
び
に
」

を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
前
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
及
び
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
人
」
を
「
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
所

得
等
課
税
法
人
」
と
い
う
。
）
並
び
に
所
得
等
課
税
法
人
」
に
改
め
、
「
有
し
な
い
も
の
」
の

下
に
「
（
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

⑴ 

特
定
法
人
（
払
込
資
本
の
額
（
法
人
が
株
主
又
は
合
名
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く

は
合
同
会
社
の
社
員
そ
の
他
法
人
の
出
資
者
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
額
と
し
て
施
行

令
で
定
め
る
金
額
を
い
う
。
以
下
⑴
及
び
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
十
億
円
を
超



え
る
法
人
（
ロ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
及
び
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社

（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下

⑴
及
び
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
当
該
特
定
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
（
法

人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
六
に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
法
人
の
う
ち
払
込
資
本
の
額
（
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
の
公
布
の
日
以
後

に
当
該
法
人
と
当
該
特
定
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
（
当
該
法
人
以
外
の
特
定

法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
剰
余
金
の
配
当
（
払
込
資
本
の
額
の
う
ち
施
行
令
で
定

め
る
額
の
減
少
に
伴
う
も
の
に
限
る
。
以
下
⑴
及
び
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
出

資
の
払
戻
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
又
は
出
資
の
払
戻
し
に
よ
り
減

少
し
た
払
込
資
本
の
額
を
加
算
し
た
額
）
が
二
億
円
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

⑵ 

法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
特
定
法
人
が
有
す
る
株
式
及
び
出

資
の
全
部
を
当
該
全
て
の
特
定
法
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
も
の
が
有
す
る
も
の
と

み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
い
ず
れ
か
一
の
も
の
と
当
該
法
人
と
の
間
に
当
該
い

ず
れ
か
一
の
も
の
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
こ
と
と
な
る
と
き
の
当
該
法
人
の

う
ち
払
込
資
本
の
額
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

四
号
）
の
公
布
の
日
以
後
に
、
特
定
親
法
人
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
法
人

と
他
の
法
人
と
の
間
に
当
該
他
の
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
法
人
を
い
う
。
以
下
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
法
人
と
の
間
に
当

該
特
定
親
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
法
人
と
の
間
に
完
全

支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
特
定
法
人
が
有
す
る
株
式
及
び
出
資
の
全
部
を
当
該
全
て

の
特
定
法
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
も
の
が
有
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い

て
当
該
い
ず
れ
か
一
の
も
の
と
当
該
法
人
と
の
間
に
当
該
い
ず
れ
か
一
の
も
の
に
よ

る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
こ
と
と
な
る
と
き
そ
の
他
施
行
令
で
定
め
る
場
合
に
、
当

該
法
人
が
剰
余
金
の
配
当
又
は
出
資
の
払
戻
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
剰
余
金
の
配

当
又
は
出
資
の
払
戻
し
に
よ
り
減
少
し
た
払
込
資
本
の
額
を
加
算
し
た
額
）
が
二
億

円
を
超
え
る
も
の
（
⑴
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
） 

 
 

第
三
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
判
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
の
現
況
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
及
び
資
本
又

は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
並
び
に
前
項
第
一
号
ロ
⑴
又
は
⑵
に

掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
し
必
要
な
事
項
の
判
定
（
次



号
に
掲
げ
る
判
定
を
除
く
。
） 

当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す

る
六
月
経
過
日
の
前
日
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税
に
あ
つ
て
は
そ
の
解
散
の
日
） 

 
 

二 

前
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

他
の
法
人
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
前
項
第
一
号
ロ
⑴
又
は
⑵
の
特
定
法
人
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
し
必
要
な
事
項
の
判
定 

同
日
以
前
に
最
後
に
終

了
し
た
当
該
他
の
法
人
の
事
業
年
度
終
了
の
日
（
当
該
日
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
他
の

法
人
の
設
立
の
日
） 

 
 

第
三
十
一
条
の
十
四
第
一
項
中
「
法
人
課
税
信
託
」
を
「
法
人
課
税
信
託
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
事
業
税
の
納
税
義
務
者

等
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
次
項
」
を
「
次
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同

条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
二 

新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強

化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
事
業
再
編
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

別
事
業
再
編
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
同
法
第
二
十
四
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
で
あ
る
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認

定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
認
定
に
係
る
特
別
事
業
再
編
計
画
（
同

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従
つ
て
行
う

同
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
別
事
業
再
編
（
生
産
性
の
向
上
及
び
需
要
の
開
拓
に

特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
特
別
事
業
再
編
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
（
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
措
置
に
限
る
。
）
と
し
て
他
の
法
人
の
株
式
若
し
く
は
出
資
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
、
又
は
他
の
法
人
の
株
式
を
譲
り
受

け
、
こ
れ
を
そ
の
取
得
又
は
譲
受
け
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
得
等
の
日
」
と
い

う
。
）
以
後
引
き
続
き
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
取
得
等
の
日
以
後
継
続
し
て
当
該
他
の
法
人

と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
六
に
規
定
す
る
完
全
支
配

関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
（
そ
の
取
得
又
は
譲
受
け
に

係
る
対
価
の
額
が
百
億
円
を
超
え
る
金
額
又
は
一
億
円
に
満
た
な
い
金
額
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
法
人
」
と
い
う
。
）

及
び
当
該
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
が
産
業
競
争
力
強
化
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の

認
定
の
申
請
の
日
前
五
年
以
内
に
他
の
法
人
の
株
式
等
の
取
得
を
し
、
又
は
他
の
法
人
の
株



式
を
譲
り
受
け
、
こ
れ
を
そ
の
取
得
又
は
譲
受
け
の
日
以
後
引
き
続
き
有
し
て
お
り
、
か
つ
、

同
日
以
後
継
続
し
て
当
該
他
の
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

他
の
法
人
（
当
該
他
の
法
人
が
当
該
特
別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
法
人
の
う
ち
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
五
年

以
内
株
式
等
取
得
等
法
人
」
と
い
う
。
）
の
行
う
事
業
に
対
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
対
象
法
人
又
は
五
年
以
内
株
式
等
取
得
等
法
人
の
取
得
等
の
日
を

含
む
事
業
年
度
か
ら
当
該
取
得
等
の
日
以
後
五
年
を
経
過
す
る
日
を
含
む
事
業
年
度
（
同
法

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
認

定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
）

ま
で
の
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
限
り
、
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
及
び
⑵
中
「
二

億
円
を
超
え
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
億
円
を
超
え
る
も
の
（
附
則
第
七
条
の
二
に
規

定
す
る
対
象
法
人
及
び
同
条
に
規
定
す
る
五
年
以
内
株
式
等
取
得
等
法
人
を
除
く
。
）
」
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
の
改
正
規
定 

公
布
の

日 

 

二 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例
附
則
第

七
条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第

八
項
の
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

三 

第
二
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び

に
同
条
例
附
則
第
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同

条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
項
及
び
第
六

項
の
規
定 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

四 

第
二
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
七
項
の

規
定 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日 

 

五 

第
二
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定 

前

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼

玉
県
税
条
例
第
二
十
五
条
の
二
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て



は
、
同
条
第
三
号
中
「
寄
附
金
（
前
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
及
び
」
と
あ
る
の
は
、

「
寄
附
金
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を

含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
及
び
」
と
す
る
。 

 

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
「
七

年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

二
号
施
行
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
最
初
事
業
年
度
」

と
い
う
。
）
の
事
業
税
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）

の
公
布
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業

年
度
の
事
業
税
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
一
条
第
一

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
布
日
の
前
日
の
現
況
に
よ
り
資

本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
、
か
つ
、
公
布
日
か
ら
最
初

事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
終
了
し
た
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
つ
い
て
同

号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
し
た
も
の
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
除
く
。
）
に
係
る
七

年
新
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、

「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
の
公
布
の
日
を
含
む
事

業
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
か
ら
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
埼
玉

県
条
例
第
三
十
三
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
最
初
事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
終
了
し
た
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
分
」
と
す
る
。 

５ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
八
年
新
条
例
」
と
い

う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第

七
条
及
び
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

６ 

八
年
新
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
八
年
新
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
金

の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税
法

人
以
外
の
法
人
で
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の
の
う
ち
同
号
ロ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る

法
人
に
該
当
す
る
も
の
が
行
う
事
業
に
対
す
る
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十



一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
つ
い
て
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
八
年
新
法
」

と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
二
十
五
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
の

規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
分
基
準
法

人
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
法
人
が
行
う
事
業
に
対
す
る
当
該
事
業
年
度
の
事
業
税

に
つ
い
て
当
該
法
人
を
同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
と
み
な
し
た
場
合
に
八
年
新
法
第
七
十
二
条
の

二
十
五
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ

き
事
業
税
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
比
較
法
人
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合

に
は
、
当
該
超
え
る
金
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該

全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
令
和
八
年
度
分
基
準
法
人
事
業
税
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と

し
、
当
該
法
人
が
行
う
事
業
に
対
す
る
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
分
の
事
業
税
に
つ
い
て
八
年
新
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
、

第
七
十
二
条
の
二
十
八
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
九
年
度
分
基
準
法
人
事
業
税
額
」
と
い
う
。
）
が
、
比
較

法
人
事
業
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
る
金
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当

該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
端
数
金
額
又
は
当
該
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
は
、
令
和
九
年
度
分
基
準
法
人
事

業
税
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

７ 

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
一
条
の
十
四

第
一
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
四
号
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
効
力
が
生
ず
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
公
益
信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
認
可

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
移
行
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
信
託
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
四
号
施
行
日
前
に
効
力
が
生
じ
た
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
公
益

信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
移

行
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

８ 

七
年
新
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
二

号
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号

施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 


